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標準報酬の決定

特　集 改正　健康保険法　＜第３回＞

標準報酬の上限・下限を拡大

　平成 8 10 から順次実施される健康

保険法の大幅改正。本誌では前回までに

「 0 未満の自己負担限度額の見直し」

「出産育児一時金・出産手当金・傷病手

当金」をご紹介しました。

　最終となる第３回目は「標準報酬の上

限・下限」。所得格差が広がる中、保険

料の負担割合を均一化する為に、平成

1 年 月

7 歳

19 4 から保険料の計算基礎となる標

準報酬月額が上限・下限ともに拡大され

ます。また、ボーナスにかかる保険料の

計算基礎となる「標準賞与額」の上限も

変わります。

　標準報酬等級の上限・下限にそれぞれ

４等級加わり、 9 級から 7 級に拡大

されます。

　標準報酬月額とは、保険料を計算する

際の便宜上、毎月の平均的な給与額とし

て段階的に定められた額のことです。
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■「標準報酬」が上限・下限ともに拡大

　厚生労働省が発表した 企業における

若年者雇用実態調査 結果によると、

30 未満の正社員の採用を今後 年間で

｢ やす という企業が 6.4 で、 減ら

す の .1 を大幅に上回ることがわかり

ました。

　また、採用増を計画する企業のうち

7 以上が 将来を考えて若手を育成・要

請する ことを理由に挙げており、採用

抑制が一段落し、本格化する団塊世代の

大量退職に備え、若手を育成しようとい

う企業が増えてきたことが背景にあると

みられています。
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■ボーナス分の上限が変わります

　「標準賞与額」の上限設定が、１回ご

とから年間の設定になります。

　標準賞与額とは、支給されたボーナス

の ,000 未満を切り捨てた額で、これ

に保険料率をかけた額がボーナスから負

担する保険料になります。

　保険料が引かれるのは年３回まで支給

されるボーナスについてです。年４回以

上支給される場合は、毎月負担する保険

1 円

◆標準賞与額の上限の見直し
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標準報酬等級

改正後 改正前

標準報酬月額 報酬月額

（円以上　　　　　円未満）

◆平成 9 ４月以降の標準報酬等級表1 年

料の基礎（標準報酬月額）に組み込まれ

るため、ボーナスからは保険料が引かれ

ませんが、月々の保険料がアップします。
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